
平
成
十
九
年
十
月
三
十
日
受
領

答

弁

第

一

三

五

号

内
閣
衆
質
一
六
八
第
一
三
五
号

平
成
十
九
年
十
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

福

田

康

夫

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
佐
々
木
憲
昭
君
提
出
国
立
大
学
法
人
・
名
古
屋
工
業
大
学
二
部
（
夜
間
部
）
に
お
け
る
大
幅
な
定
員
削
減
問
題

に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
佐
々
木
憲
昭
君
提
出
国
立
大
学
法
人
・
名
古
屋
工
業
大
学
二
部
（
夜
間
部
）
に
お
け
る
大
幅
な
定
員
削
減

問
題
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
答
弁
に
お
け
る
「
雇
用
形
態
に
関
係
な
く
」
と
は
、
正
規
の
職
員
・
従
業
員
で
あ
る
か
、
非
正
規
の
職
員
・
従

業
員
で
あ
る
か
を
問
わ
な
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

国
立
大
学
法
人
名
古
屋
工
業
大
学
（
以
下
「
名
工
大
」
と
い
う
。
）
で
は
、
工
学
部
第
二
部
（
以
下
「
第
二
部
」
と
い
う

。
）
の
受
験
倍
率
が
減
少
傾
向
に
あ
る
こ
と
、
第
二
部
の
入
学
者
に
占
め
る
正
規
の
職
員
・
従
業
員
の
数
及
び
割
合
も
減
少

傾
向
に
あ
り
、
平
成
十
九
年
五
月
に
名
工
大
が
実
施
し
た
調
査
に
回
答
し
た
第
二
部
の
第
一
年
次
学
生
の
う
ち
、
見
習
い
を

含
む
正
規
の
職
員
・
従
業
員
が
約
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
そ
れ
以
外
の
労
働
形
態
で
働
い
て
い
る
者
が
約
五
十
二
パ
ー
セ
ン
ト
、

働
い
て
い
な
い
者
が
約
四
十
二
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
第
二
部
の
社
会
人
特
別
選
抜
の
志
願
者
数
及
び
入
学
者

数
が
減
少
傾
向
に
あ
る
こ
と
、
平
成
十
八
年
度
に
お
い
て
、
第
二
部
の
第
一
年
次
学
生
に
占
め
る
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生

支
援
機
構
に
よ
る
奨
学
金
（
以
下
「
奨
学
金
」
と
い
う
。
）
の
受
給
者
の
割
合
が
工
学
部
第
一
部
の
約
四
分
の
一
で
あ
る
こ

一



と
、
他
方
で
、
名
工
大
の
大
学
院
博
士
前
期
課
程
に
お
け
る
社
会
人
対
象
の
コ
ー
ス
の
志
願
者
数
が
毎
年
募
集
人
員
を
超
過

し
て
い
る
こ
と
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
た
結
果
、
限
ら
れ
た
教
員
及
び
施
設
等
を
有
効
に
活
用
し
つ
つ
、
名
工
大
に
対
す
る

様
々
な
高
等
教
育
の
需
要
に
的
確
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
第
二
部
の
入
学
定
員
を
縮
減
す
る
一
方
で
、
第
二
部
に
お
け
る

教
育
方
法
の
充
実
や
大
学
院
に
お
け
る
社
会
人
の
受
入
れ
の
拡
充
等
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

名
工
大
に
よ
れ
ば
、
非
正
規
の
職
員
・
従
業
員
で
あ
る
学
生
の
労
働
条
件
や
個
々
の
学
生
の
経
済
的
事
情
等
の
実
態
を
詳

細
に
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
名
工
大
が
第
二
部
の
入
学
定
員
の
縮
減

等
の
計
画
（
以
下
「
縮
減
計
画
」
と
い
う
。
）
を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
、
第
二
部
の
入
学
者
に
占
め
る
正
規
の
職
員
・
従

業
員
の
数
及
び
割
合
が
減
少
傾
向
に
あ
る
こ
と
や
、
第
二
部
の
学
生
に
占
め
る
奨
学
金
の
受
給
者
の
割
合
が
比
較
的
低
い
こ

と
等
を
勘
案
し
た
こ
と
は
、
雇
用
形
態
に
関
係
な
く
、
勤
労
青
年
を
含
め
た
幅
広
い
年
齢
層
の
人
々
に
多
様
で
柔
軟
な
学
習

機
会
を
提
供
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
の
考
え
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
名
工
大
に
お
い
て
は
、
第
二
部
の
受
験
倍
率
が
減
少
傾
向
に
あ
る
こ
と
等
の
第
二

部
の
現
状
と
大
学
院
博
士
前
期
課
程
に
お
け
る
社
会
人
対
象
コ
ー
ス
の
志
願
者
数
が
毎
年
募
集
人
員
を
超
過
し
て
い
る
こ
と

二



等
を
総
合
的
に
勘
案
し
た
結
果
、
限
ら
れ
た
教
員
及
び
施
設
等
を
有
効
に
活
用
し
つ
つ
、
名
工
大
に
対
す
る
様
々
な
高
等
教

育
の
需
要
に
的
確
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
第
二
部
の
入
学
定
員
を
縮
減
す
る
一
方
で
、
第
二
部
に
お
け
る
教
育
方
法
の
充

実
や
大
学
院
に
お
け
る
社
会
人
の
受
入
れ
の
拡
充
等
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
も
の
と
承
知
し
て
お
り
、
御
指
摘
の
答

弁
は
、
こ
の
旨
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
名
工
大
の
考
え
は
、
勤
労
学
生
を
含
む
社
会
人
の
高
等
教
育
を
受
け
る

機
会
を
充
実
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
の
見
解
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

名
工
大
に
よ
れ
ば
、
平
成
十
九
年
三
月
に
実
施
し
た
調
査
に
回
答
し
た
企
業
の
う
ち
、
従
業
員
に
工
学
部
夜
間
部
へ
の
就

学
を
「
強
く
勧
め
て
い
る
」
、
「
勧
め
て
い
る
」
又
は
「
あ
る
程
度
勧
め
て
い
る
」
と
回
答
し
た
も
の
の
割
合
が
約
五
パ
ー

セ
ン
ト
で
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
り
、
文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
名
工
大
を
取
り
巻
く
客
観
的
な
状
況
は
、
名

工
大
が
縮
減
計
画
を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
の
一
つ
の
勘
案
要
素
と
な
り
得
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
厚
生
労
働
省

と
し
て
、
労
働
時
間
等
の
設
定
の
改
善
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
四
年
法
律
第
九
十
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基

三



づ
く
「
労
働
時
間
等
設
定
改
善
指
針
」
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
九
十
七
号
）
等
の
趣
旨
の
周
知
徹
底
を
図
っ

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
議
員
佐
々
木
憲
昭
君
提
出
国
立
大
学
法
人
・
名
古
屋
工
業
大
学
二
部
（
夜
間
部
）
に
お

け
る
大
幅
な
定
員
削
減
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
十
月
十
六
日
内
閣
衆
質
一
六
八
第
九
五
号
）

二
の
（
一
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

三
の
�
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
名
工
大
の
考
え
は
、
勤
労
学
生

を
含
む
社
会
人
の
高
等
教
育
を
受
け
る
機
会
を
充
実
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
の
見
解
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え

て
い
る
。

な
お
、
文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
国
は

、
国
立
大
学
に
お
け
る
教
育
研
究
の
特
性
に
常
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
お
り
、
同
法
の
国
会
審
議
に
お
け

る
附
帯
決
議
に
お
い
て
も
、
政
府
及
び
そ
の
関
係
者
は
、
国
立
大
学
の
教
育
研
究
の
特
性
に
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
そ

の
活
性
化
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
自
主
的
・
自
律
的
な
運
営
を
確
保
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
各
国
立

大
学
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
者
を
対
象
に
ど
の
よ
う
な
学
習
機
会
を
提
供
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
高
等
教
育
に
対
す
る
様

四



々
な
需
要
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
各
大
学
が
自
主
的
・
自
律
的
に
判
断
し
た
結
果
を
尊
重
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
も

の
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

工
学
関
係
の
夜
間
学
部
を
設
置
し
、
又
は
工
学
関
係
の
学
部
に
お
い
て
主
と
し
て
夜
間
の
時
間
帯
に
お
い
て
授
業
を
行
う

履
修
上
の
区
分
（
以
下
「
夜
間
主
コ
ー
ス
」
と
い
う
。
）
を
設
け
て
い
る
国
公
立
大
学
は
御
指
摘
の
と
お
り
で
あ
り
、
当
該

夜
間
学
部
及
び
夜
間
主
コ
ー
ス
の
入
学
定
員
の
合
計
も
御
指
摘
の
と
お
り
で
あ
る
。

御
指
摘
の
大
学
の
う
ち
、
名
工
大
が
第
二
部
の
入
学
定
員
を
縮
減
す
る
ほ
か
、
国
立
大
学
法
人
千
葉
大
学
の
工
学
部
都
市

環
境
シ
ス
テ
ム
学
科
に
お
い
て
は
、
従
来
、
主
と
し
て
昼
間
に
お
い
て
授
業
を
行
う
履
修
上
の
区
分
の
入
学
定
員
が
四
十
名

、
夜
間
主
コ
ー
ス
の
入
学
定
員
が
五
十
名
と
な
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
年
度
に
双
方
の
区
分
を
統
合
し
、
第

三
年
次
以
降
は
昼
間
及
び
夜
間
の
双
方
の
時
間
帯
に
授
業
を
行
う
履
修
上
の
区
分
を
設
け
、
そ
の
入
学
定
員
を
五
十
名
と
す

る
方
針
で
あ
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
各
国
立
大
学
に
お
け
る
夜
間
学
部
又
は
夜
間
主
コ
ー
ス
の
入
学
定
員
の
縮
減
等
の
計
画
に
つ
い

五



て
、
当
該
大
学
に
対
す
る
高
等
教
育
の
需
要
を
的
確
に
反
映
し
て
い
る
か
否
か
な
ど
の
観
点
か
ら
、
適
切
に
対
応
し
て
ま
い

り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

六
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

名
工
大
に
お
い
て
は
、
教
員
に
対
し
て
、
例
え
ば
、
平
成
十
九
年
六
月
六
日
に
教
授
会
に
縮
減
計
画
に
つ
い
て
報
告
し
た

と
の
こ
と
で
あ
る
。

他
方
、
名
工
大
に
お
い
て
は
、
第
二
部
の
入
学
定
員
の
縮
減
後
も
、
現
に
在
籍
す
る
学
生
に
対
し
て
は
現
行
の
教
育
課
程

を
引
き
続
き
提
供
す
る
方
針
で
あ
る
た
め
、
学
生
に
対
し
て
は
、
同
年
七
月
三
日
の
公
表
前
は
、
縮
減
計
画
に
つ
い
て
特
段

の
説
明
等
を
行
わ
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
名
工
大
が
こ
れ
ま
で
実
施
し
た
各
説
明
会
へ
の
学
生
の
参
加
人
数
は
、
同
年
七
月
二
十
五
日
は
約
五
十
名
、
同
年

十
月
二
日
は
約
三
十
五
名
、
同
月
十
日
は
約
三
十
名
で
あ
り
、
今
後
更
に
同
年
十
一
月
一
日
に
開
催
を
予
定
し
て
い
る
と
の

こ
と
で
あ
る
。

六
の
�
に
つ
い
て

名
工
大
に
お
い
て
は
、
学
生
に
対
す
る
説
明
の
ほ
か
、
愛
知
県
及
び
名
古
屋
市
の
教
育
委
員
会
の
関
係
者
、
愛
知
県
の
高

六



等
学
校
の
関
係
者
並
び
に
学
生
の
保
護
者
等
に
対
し
て
、
縮
減
計
画
の
説
明
を
行
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
り
、
文
部
科
学
省
と

し
て
は
、
名
工
大
の
判
断
に
お
い
て
必
要
な
説
明
が
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

七


